
二
、
沖
縄
文
化
協
会
運
営
委
員
選
任
要
領

沖
縄
文
化
協
会
会
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
運
営
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
は

次
の
と
お
り
定
め
る
。

１

運
営
委
員
会
は
、
新
し
く
選
任
す
る
運
営
委
員
に
つ
い
て
選
考
者
リ
ス
ト
（
別
紙
様

 
 

 
 

式
）
を
作
成
し
、
総
会
に
提
出
す
る
。

２

会
員
は
総
会
で
前
項
の
リ
ス
ト
の
な
か
か
ら
、
適
任
と
思
わ
れ
る
候
補
者
（
沖
縄
・

 
 

 
 

東
京
そ
れ
ぞ
れ
五
名
）
に
○
印
を
付
け
、
○
印
の
多
い
順
に
、
沖
縄
お
よ
び
東
京

 
 

 
 

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
順
次
五
名
を
選
出
す
る
。

３

協
会
事
務
運
営
の
円
滑
化
を
は
か
る
た
め
、
前
項
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
運
営
委
員
の

 
 

 
 

ほ
か
、
会
長
は
若
干
名
の
運
営
委
員
を
追
加
推
薦
し
、
新
し
く
選
ば
れ
た
運
営
委

 
 

 
 

員
半
数
以
上
の
承
認
を
得
て
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

任
期
途
中
で
必
要
が
あ
っ
た
場
合
、
当
該
運
営
委
員
の
全
員
の
合
意
に
よ
っ
て
、
会

 
 

 
 

長
に
運
営
委
員
の
候
補
者
の
任
命
要
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
会
長
は
任
命
を

 
 

 
 

す
み
や
か
に
行
う
と
と
も
に
、
全
運
営
委
員
に
新
運
営
委
員
名
を
報
告
す
る
。

 
 

付
則

１

令
和
四
年
（
二
〇
二
二
年
）
十
一
月
二
十
六
日
改
正
。


